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2025年7月31B 17時25分

号証

鼓胡局謡箇

標 ’ 目

（作成者）

作成

年月日

乙4 l被告指定代理人が写し令和 7年

乙5

三鷹市長に対して 4月28日

行った照会に対す 付け

る回答

（所得照会文書（回

答）、給与支払報

告書）

（三鷹市長）

「保育の必要性の I写し
認定・確認制度」

にども家庭庁

ホームページ）

乙6 1保育所保育指針 1写し

の1 （厚生労働省）

NO. 0373 P. 4、

立証趣旨

本証により、保育所の利用を希

望する保護者が、保育の必要性の

認定の申請を行い、市町村から

あっせん等のあった保育所を利用

して保育料を支払うまでの概要を

明らかにする。

本証により、保育指針の定めを

明らかにする。

乙6 「保育所保育指針写し平成30年 本証により、保育指針における、_ ,_ ]•一• •• .....I——• ·—•一·—•• •一•―---• • •• • 一 ••~~-1- 一•--•一••一—·- •• --• ••一·••--•一•--••一ー·---・ • •一· ••• ・--・・ •----・ •• •一
の2 解説」（抜粋） 3月23日 保育所の役割、保育所の目的、保

（厚生労働省編） 発行 育所保育の目標及び養護の理念を

-3 -

明らかにするとともに、保育所は、

入所する子どもの最善の利益を考

慮し、その福祉を積極的に増進す

ることに最もふさわしい生活の場

を豊かにつく り上げることを重要

な役割としていることを明らかに

する。
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号証

乙7

標目

（作成者）

「イラストで読

む 1幼稚園教育要

領保育所保育指

針幼保連携型認

定こども園教育・

保育要領はやわ

かり BOOK」

（抜粋）

（無藤隆、汐見稔

幸編）

作成

年月日
立証趣旨

写し 1平成29年 本証は、平成 29年に改訂され

8月15日 た保育指針などの解説書である。

発行 本証により、「保育」とは、乳幼

児を保蔑して教育するという意味

であり、また、保育所が、幼稚園

などとともに、日本の「幼児教育

施設」とされたことを明らかにす

る。

乙8 I平成24年版「厚 1写し， 一 本証により、社会福祉制度の仕

組みの概要等を明らかにする。生労働白書」 （抜

粋）

（厚生労働省ホー

ムページ）

乙9 I子ども・子育て関 1写し 本証により、急速な少子化の進

連3法について 行や深刻な待機児童問題などの子

-------•••一---.'一（平成24年 lo-•月｝一ー.----・c-1------.....ー・一育でをめそる現状—と課題·ーを背景·9-

（内閣府・文部科 に、幼児期の学校教育・保育、地

学省・厚生労働

省）

（厚生労働省ホー

ムページ）

-4 -

域の子ども・子育て支援を総合的

に推進することを趣旨として、平

成24年8月l0日に、子ども・子

育て関連3法と呼ばれる法律が整

備され、認定こども園、幼稚園、

保育所を通じた共通の給付の創設

と、地域の子ども・子育て支援の

充実のための所要の措置を講ずる

こととされたことを明らかにす

る。



2025年7月31 0 1 7時26分 舷譴局闘欝〖

標 目
号証 1

（作成者）

乙10 1社会保障と税の一 写し

体改革に関する特

別委員会議録第

19号

（平成24年6月

l4日｝

乙11 三鷹市保育園等入I写し

の1 園案内令和 5年
(2023)年度｛抜粋）

（三鷹市）

作成

年月日

乙ll I保育必要呈及び保 I写し， 一

NO. 0373 P. 6 

立証趣・旨

本証により、子ども・子育て関

連3法が制定された審議経過及び

保育所への入所決定が、「保育に

欠ける」から「保育の必要性」を

認定する仕組みへ変更されること

となったことを明らかにする。

本証により、三鷹市の保育料が

ro歳児クラス」と「1• 2歳児

クラス」の年齢別、「保育標準時間」

と「保育短時間」の区分別、入所

する乳幼児の属する世帯の市民税

額などの階層区分別に定められて

いることを明らかにする。

本証により、箕面市の保育料が

(])2 1育料等について ・「3歳児未満の場合」と「3歳児

「利用者負担額ー 以上の場合」の年齢別、「保育標準

-----•ー・一覧表」·-―-------・-..... -・--i---・-----・ ------•----―ー．—-一時間」一と一「保育短時間」一の区分別·i•一

（箕面市ホーム 入所する乳幼児の属する世帯の市

ページ） 民税額などの階層区分別に定めら

乙11 I保育園でかかる費 I写し， ＿ 

の3 I用について
（三鷹市ホーム

ページ）

‘ ヽ

-5 -

れていること等を明らかにする。

本証により、三鷹市の保育園に

係る費用について、 0歳児から 2

歳児クラスについては、給食費は

保育料（利用者負担額）に含まれて

いること、 3歳児から 5歳児クラ

スについては、月 6000円の給食費

が徴収されていることを明らかに

する。



2025年7月31 0 1 7時26分 舷譴局闘欝〖

．標 目 I 作成
号証 1

（作成者） 年月日

乙12 I租税法［第 24版］ 写し 令和3年
（抜粋） 11月30日

（金子宏著） 発行

乙13 | 「弁護士会役員活 I写し，
動費用と消費税

(1)」・税研

2014. 5 (175号）

（抜粋）

（岡村忠生著）

NO. 0373 P. 7 

立証趣旨

本証により、①所得金額の計算

上、必要経要の控除を認めること

は、投下資本の回収に課税が及ぶ

ことを避けるためであること、②

必要経費として控除され得るため

には、事業活動と直接の関連をも

ち、事業の遂行上必要な費用であ

り、客観的に必要経費として認識

できることが必要であることを明

らかにする。

本証は、租税専門誌における東

京高裁平成24年判決に係る論評

である．o

本証により、所得税法37条1項

に規定する必要経費は、個別対応

の必要経費と一般対応の必要経費

に区分され、①その違いは控除が

____,, __, ___________,_----•一•---·-------••一---•一•一-'•一··-------•--·--·-·~...-- ---••・一認められるタイ·ーミシグであり·:,_—②-·

業務との関係が求められる程度は

同じであると解されることを明ら

かにする。

乙14 |コンメンタール所写し令和7年 本証により、「費用」が収益を獲

得税法電子書籍版 3月12日 得するための価値犠牲分を意味す

（法37条） 出力 ることを明らかにする。

（武田昌輔監修）
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標 目 I作成
号証 1

（作成者） 年月日

乙15 Iスタンダード所得 写し 令和6年

税法［第4版］ 1月30日

（抜粋） 発行

（佐藤英明著）

乙16 訟務月報 65巻 11 I写し，

の1 号

（長野地裁平成30

年9月7日判決、

東京高裁令和元年

判決）

（法務省訟務局）

NO. 0373 f1. 8 

立証趣旨

本証により、所得税法37条 1項

の「所得を生ずべき業務について

生じた費用」とは「その業務と直

接の関連性を有し．その業務を行

なうために客観的に見て必要な支

出を指す」と解されていること等

を明らかにする。

本証により、長野地方裁判所平

成30年9月7日判決が、必要経費

の意義、範囲について、「偏人の支

出のうち、事業所得の金額の計算

上必要経費に算入すべき金額は、

支出が事業に係る収入を生み出す

業務に直接関連して支出されたも

のであり、当該業務の遂行上必要

なものに限られるというぺきであ

る。」と判示したこと及び東京高裁

-----·---—·ー·····--- -·•一•一----・--------·—―,...----•一•-—一 9--•一••一•••一•--·ー・＿＿＿＇令和元年判決がて必要経費の意義·`-•--

乙l6 税務訴訟資料 270 I写し，

の2 号順号 13422

（最商裁令和2年

6月26日第二小

法廷決定）

（国税庁）

-7 -

範囲について、原審である長野地

方裁判所平成 30年9月7日判決

の判示内容を維持したことを明ら

かにする凸

本証により、東京商裁令和元年

判決（乙 16の1)の控訴人の上告及

び上告受理申立てについて、上告棄却

及び上告受理しないと決定され、当

該判決が確定したことを明らかに

する。



2025年7月31 0 1 7時26分

号証

舷譴局闘欝〖

標目

（作成者）

作成

年月日

乙17 | 「弁護士会役員活 I写し， 一

動費用と消費税

(2)」税研

2014. 7 (176号）

（抜粋）

（岡村忠生著）

NO. 0373 P. 9 

立証趣旨

本証は、租税専門誌における東

京高裁平成 24年判決に係る論評

である。

本証により、東京高裁平成24年

判決以降、必要経費における業務

との関連性については、「事業活動

との直接の関連性」により判断し

ている裁判例が多くあり、これら

の裁判例では、必要経費として収

入金額からの控除を認める要件と

して、事業活動又は業務との結び

つきを求め、これを「直接」と表

現したものと解されていることな

ど所得税法における所得分類と控

除のあり方を明らかにする。

乙18 税務訴訟資料 262 写し 一 本証により、当該判決が、「ある

の1 号順号 12019 I I -支出が所得税法 37条 l項に規定

——-------—一（高松地裁平成24--+-----1--------------+・する必要経費と七で控除きれるた...,_

年8月8日判決）

（国税庁）

-g -

めには、それが事業活動と直接の

関連を持ち、事業の遂行上必要な

費用でなければならず、必要性の

認定は、関係者の主観的判断を基

準としてではなく、客観的基準に

即してなされなければならない」

と判示したことを明らかにする。
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標 目
号証

乙18

（作成者）

税務訴訟資料 263ー［写し
の2 I号順号 12141

（高松高裁平成 25

年 1月25日判決）

（国税庁）

乙18 税務訴訟資料263I写し
の3 号順号 12253

（最高裁平成 25年

7月5日第二小法

廷決定）

（国税庁）

乙 19_1mii-高m五紅じ江
． 号順号 12382

（東京地裁平成 26

年 1月14日判決）

（国税庁）

作成

年月日
立証趣旨

本証により、高松地方裁判所平

成 24年 8月8日判決（乙 18(/)1)

の判示内容が高松高等裁判所にお

いて維持されたことを明らかにす

る。

本証により、高松高等裁判所平

成25年 1月25日判決（乙 18の2)

の控訴人の上告が棄却され、当該

判決が確定したことを明らかにす

る。

本証により、当該判決が、所得

税法 37条の「規定内容に照らせ

ば、ある支出が必要経費として収

入金額から控除され得るために

は、それが事業活動と直接の関連

を持ち、事業の遂行上必要な費用

―・9--- -••一ー・•ー一, __•••---•一...---------__,,_ -·ー・・・一·----•••一••----―--- -•一一'-------・---・--__,ーーでなければならな店というべきで―•-

ある」と判示したことを明らかに

する。

乙20 税務訴訟資料 266I写し I
~. 

の1 号順号 12940

（東京地裁平成 28

年 11月29日判

決）

（国税庁）

本証により、当該判決が、所得

税法 37条1項後段に規定する必

要経費に該当するといえるために

は、所得を生ずべき業務と直接的

な関連性を有しており当該業務の

遂行上必婆な費用であることを要

する旨判示したことを明らかにす

る。

-9 -
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標 目
号証

乙20

（作成者）

税籾訴訟資料 267レm/

作成

年月日
立証趣旨

の2 1号順号 13094

（東京高裁平成29

年 12月6日判決）

（国税庁）

乙20 税務訴訟資料269I写し， 一

の3 号順号 13260

（最高裁平成31年

3月28日第一小

法廷決定）

（国税庁）

本証により、東京地方裁判所平

成 28年 11月 29日判決（乙 20の

1)の判示内容が東京高等裁判所

において維持されたことを明らか

にする。 • 

本証により、東京高等裁判所平

成29年12月6日判決（乙20の2)

の控訴人の上告受理申立てについ

て、上告受理しないと決定され、当該

判決が確定したことを明らかにす

る。

乙21 I所得税法ー理論と I写し I令和2年 1 本証により、所得税法45条1項

9月10日 1の家事費とは「人の衣食住に関す

発行 る支出や社会的、文化的生活を営

む上で必要とされる諸出費（生活

費交際費教育費医療費住宅

費など）を意味」すると解されて

ー,..—- ----—--•'-----·--··· -・--・--・・・------··-···—---••· --··---·ーー 9•一ー・一ー・ー・一·ー．＿＿．．＿·-い—るーごとを明らかピわる；―-——---·—•一

乙22 I税法用語事典 写し平成3年 本証により、衣服費食費住

（抜粋） 3月25日 居費、娯楽費、教養費などの「家

（金子宏編著） 発行 事上の経登」（家事費）は、消費支

出に当たり、所得の処分と解され

計算ー［十四訂版］

（抜粋）

（池本征男著）

乙23 判例タイムズ621I写し， ＿ 
の1 号 102ページ

（広島地裁昭和 61

年 3月20日判決）

（株式会社判例タ

イムズ社）

ていることを明らかにする。

本証により、当該判決が、納税

者が一旦確定申告をした後に、そ

の申告書記載の事実が誤っていた

として、その記載と異なる事実を

主張し申告税額の減額を求めるよ

うな場合は、異なる事実を主張す

-10 -



2025年7月31 0 1 7時27分

号証

舷譴局闘欝〖

標目

（作成者）

作成

年月日

乙23 税務訴訟資料 165I写し， 一

の2 号491ページ

（広島高裁昭和 63

年8月10日判決）

（国税庁）

乙23 I税務訴訟資料 170 I写し

の3 I号1ページ
（最高裁平成元年

4月11日第三小

法廷判決）

（国税庁）

乙24 I訟務月報20巻8I写し・ 一

NO. 0373 P. 12 

立証趣旨

る納税者側に主張事実を立証すぺ

き責任があるものと解するのが相

当である旨判示した•ことを明らか

にするウ

本証により、広島地方裁判所昭

和61年3月20日判決（乙23の1)

の判示内容が広島高等裁判所にお

いて維持されたことを明らかにす

る。

本証により、広島高等裁判所昭

和63年8月10日判決（乙23の2)

の控訴人の上告が棄却され、当該

判決が確定したことを明らかにす

る。

本証により、当該判決が、通則

の1 1号 109ページ 法 23条 1項等の規定の趣旨やそ

―---·―------·ーーー（京都地裁昭和49••---------•一―-- -—ー一の規定の文言等に照らずとザ自ら...

乙24

の2

年4月19日判決） 計上記載した申告内容の更正を請

（法務省訟務局） 求する納税者側において、その申

税務訴訟資料81

号254ページ

（大阪高裁昭和 50

年4月18日判決）

（国税庁）

I写し，

告内容が真実に反するものである

ことの主張立証をすべきであると

解するのが相当である」旨判示し

たことを明らかにする。

—,11 -

本証により、京都地方裁判所昭

和49年4月19日判決（乙24の1)

の判示内容が大阪高等裁判所にお

いて維持され、確定したことを明

らかにする。



2025年7月31 0 1 7時27分 舷譴局闘欝〖

標
号証

（作成者）

乙25 訟務月報23巻9

号 1663ページ

（大阪地裁昭和 52

年8月2日判決）

（法務省訟務局）

乙26 税務訴訟資料 194

号 1080ページ

（盛岡地裁平成5

年3月26日判決）

（国税庁）

目

1写し

写し

作成

年月日

NO. 0373 P. 13 

立証趣旨

本証により、当該判決が、「更正

請求棄却処分取消訴訟において所

得が申告額を下廻ることの立証責

任は原告側にあると解される」旨

判示したことを明らかにする凸

本証により、当該判決が、「更正・

の請求に対する更正の理由がない

旨の通知処分の取消を求める場合

も含めて、納税申告書の内容に過

誤があることについても、納税者

側で、その内容に過誤があり、記

載した額より納税者に有利な額が

真実の額であるごとを主張立証す

べきであると解するのが相当であ

る」旨判示したことを明らかにす

る。

なお、表題に「福岡地方裁判所」

-----••—-----.__..-------―••--••-----•--•一·―-•••一,.—---,...-·------―-,,ーと記載があるのは—f-盛岡地方裁判—

乙27 1令和5年版「厚生 I写し
労働白書」（抜粋）

（厚生労働省ホー

ムページ）

所」の誤記と思料される。

本証により、子ども・子育て関

連3法に基づく子ども・子育て支

援制度の制度理念を明らかにす

る。＇

（注） 1 略語等は、被告の準備書面等の例による。

2 マスキングは被告指定代理人による。

3 黄色マーカーは被告指定代理人による。
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